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「グリーンガイドライン」のポイント
及び実務事例

弁護士
石山修平 1 Shuhei Ishiyama

はじめにⅠ

昨今、若干交代の動きはあるものの、欧州等
を中心に気候変動対策等サステナビリティに配
慮した企業の取組を競争政策上どのように考慮
すべきかについて、議論が行われている。欧州
では、水平的協力協定ガイドライン 2において、
令和5年7月改定により、サステナビリティに
関する章が追加されており、我が国においても、

「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動
に関する独占禁止法上の考え方」が令和5年3
月31日に公表、翌令和6年4月24日に改定がな
され、現在に至っている（特段断りがない限り、
改定後のガイドラインを指して「グリーンガイ
ドライン」という。）。そこで、本稿においては、
紙幅の都合上、簡単にではあるが、グリーンガ
イドラインに触れた上で、実際に脱炭素化に資
する取組が主張された2つの事例について解説
を行う。

グリーンガイドラインの概要Ⅱ

グリーンガイドラインは、大別すると①総論

②共同行為③企業結合の3つのパートに分かれ
ており、行為類型ごとに、脱炭素化に資するよ
うな行為についての公正取引委員会の考え方
が、想定事例とともにまとめられている。個人
的に特に重要な点と考えているのは3点であ
る。

１　「競争促進効果」の解釈

グリーンガイドラインにおいては、商品（当
該商品が組み込まれた最終製品を含む。）の生
産段階又は使用段階における温室効果ガス削減
に資する商品を生み出す場合には、「品質の向
上」があるとして競争促進効果や効率性の向上
があるものとして考慮する旨が明記された 3。

２　ハードコアカルテルに関する判断 
枠組の明示

いわゆる「ハードコアカルテル」と呼ばれて
いるような、「通常、競争制限効果のみをもた
らすような行為」についても、それらを実現す
るためにより競争制限的でない他の代替手段が
存在しないものについては、企業結合と同様の
手法により市場を画定した上で 4、当該市場に
おける競争の実質的制限の有無を判断するとい
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